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緊急事態宣言期間中における夏季休業期間終了後の 

私立学校の対応について（通知） 

 

新型コロナウイルス感染症の対策について、適切かつ迅速な対応をいただいて

いることにお礼申し上げます。  

国は８月１７日に、本県の緊急事態宣言の期間を９月１２日まで延長すること

を決定しました。  

本県の児童生徒及び教職員の感染状況は、夏季休業期間中にも関わらず、陽性

者数が増加しており、家庭内感染だけではなく、多くの学校で部活動内のクラス

ターが発生しております。  

私立大学、私立短期大学におかれましては、各学校の実情に応じて引き続き適

切な新型コロナウイルス感染症対策を取られるようお願いいたします。 

なお、県立学校における対応を添付いたしますので、対応の参考にしてくださ

い。 
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